
81 
 

厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

 

広告・販売促進・後援の禁止の規制強化に向けてのエビデンスの構築 

 

研究分担者 若尾 文彦 国立がん研究センター がん対策情報センター長（H29.8.1 より） 

研究分担者 平野 公康 国立がん研究センター 研究員（H29.7.31 まで） 

研究協力者  吉見 逸郎  国立がん研究センター 主任研究員（H29.8.1 より） 

 

研究要旨：「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(FCTC)」、第 13 条「たばこの広告、販売促進及

び後援（Tobacco advertising, promotion and sponsorship）」では、広告、販売促進、スポンサー活動

の包括的禁止がたばこ製品の消費を減少させることを認識した上で、締約国は、自国の憲法またはその

原則に従い、あらゆるたばこの広告、販売促進、後援の包括的な禁止を行うことを求めている。自国の

憲法またはその原則のために包括的な禁止を行えない締約国においても、あらゆるたばこの広告、販売

促進、後援に制限を課すこととしている。 

 一方、わが国では、たばこ広告、販売促進、後援活動については、たばこ事業法第 40 条 2 項に基づい

た『製造たばこに係る広告を行う際の指針』によることとされており、その中では喫煙を促進しないよ

うな、企業活動の広告並びに喫煙マナー及び未成年者喫煙防止等を提唱する広告は規制の対象外となっ

ている。そこで本研究では、たばこ会社の企業イメージ広告、喫煙マナー広告、およびたばこ産業の業

界団体を含めた未成年者喫煙防止広告について、規制のあり方を論じていく上で欠かせない国民の認識

や社会受容性を探ることを目的としている。 

 若者の喫煙に関連する要素の概念整理について、主要なものを整理した。少なくとも米国などでは、

個人、個人を取り巻く環境（階層など構造をもつ）といった現実的な枠組みにより、知見の蓄積に基づ

き類似した概念整理がなされていることが明らかとなった。 

また、企業イメージ広告、喫煙マナー広告、未成年者喫煙防止広告等への曝露や認識について、多く

の項目で、性や年齢階級別での状況の違いが認められ、特に企業イメージ広告、未成年者喫煙防止広告、

分煙推進広告に対して 20 歳未満の若年層が他の年齢層に比べて肯定的にとらえていることが示唆され

た。 

昨今流行が懸念される加熱式タバコ製品の広告・販売促進についても、引き続き、状況やその影響に

ついて検討を続けていく必要がある。 
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Ａ．研究目的 

たばこ規制枠組条約第13 条「たばこの広告、

販売促進及び後援（Tobacco advertising, 

promotion and sponsorship）」に記載されてい

る主な内容は次のとおりである。 

・広告、販売促進、スポンサー活動の包括的禁止

がたばこ製品の消費を減少させる 

・締約国は、自国の憲法またはその原則に従い、

あらゆるたばこの広告、販売促進、後援の包括

的な禁止を行う 

・自国の憲法またはその原則のために包括的な

禁止を行えない締約国は、あらゆるたばこの広

告、販売促進、後援に制限を課す 

しかしながらわが国のたばこ広告、販売促進、

後援活動については、たばこ事業法第 40 条 2 

項に基づいた『製造たばこに係る広告を行う際

の指針』によることとされている。たばこ規制

枠組条約発効後の改定版（平成十六年三月八日

財務省告示第百九号）においても、その内容は

「たばこ広告を行う際には、未成年者の喫煙防

止に十分配慮し、広告が過度にわたり幅広く積

極的に喫煙を勧めることのないよう留意しなけ

ればならない。また、たばこの健康に及ぼす悪

影響に関する情報を適切に提供することにより、

個人が自己責任において喫煙を選択するか否か

を判断するための環境整備に資するよう心がけ

なければならない。」ことを目的としたものとな

っている。決して「あらゆるたばこの広告、販売

促進、後援の包括的な禁止を行う」ものではな

く、「たばこ広告等を行う」上での配慮事項を示

したものであると言える。さらに、当該指針で

は、「四 この指針の対象に含まれない広告」と

して、 

・喫煙を促進しないような、企業活動の広告並

びに喫煙マナー及び未成年者喫煙防止等を提唱

する広告については、この指針の対象に含まれ

ない。 

ことが明示されている。 

この結果として、わが国では現在に至るまで、

規制対象外となっているたばこ会社による映像

や画像を用いた企業広告、喫煙マナー広告、未

成年者喫煙防止広告にさらされており、最新版

の WHO 報告書（WHO Report on Global Tobacco 

Epidemic, 2017）においてわが国は、広告・販

売促進・後援の禁止（いわゆるMPOWER の”E”）

項目において、4 段階評価の最低レベルと評価

されている。 

広告・販売促進・後援の禁止の強化に向けて

のエビデンスの構築にあたっては、まず、わが

国国民の一人ひとりが現状をどのように認識し

ているか、またその認識は他の先進諸国と異な

るものかどうかを把握するところより始める必

要があると考え、初年度研究において社会認識

調査を実施した。たばこ会社、特にわが国にお

いて市場シェアの約6 割を有する日本たばこ産

業株式会社（JT）の企業イメージ広告、喫煙マナ

ー広告、およびたばこ産業の業界団体を含めた

未成年者喫煙防止広告について、規制のあり方

を論じていく上で欠かせない国民の認識や社会

受容性を探ることを目的とした。企業イメージ

広告、喫煙マナー広告および未成年者喫煙防止

広告を含めたたばこ広告、販売促進、後援活動

について、今後規制のための個別具体的な検討

に向けた課題について整理と政策決定者への情

報提供を行うことを目指すものである。 
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 本年度は、広告・販売促進・後援の禁止の強

化に向けてのエビデンスの構築に関連し、既存

のレビュー等で示されている、若者の喫煙に関

連する要素の概念整理についていくつか主要な

ものを入手し簡単に整理した。また、初年度実

施した当該調査の分析を進めるとともに、昨今

流行が懸念される、いわゆる加熱式のタバコ製

品に関する広告・販売促進等の状況も含め、質

的調査等を実施した（本年度は実施のみ）。 

 

Ｂ．研究方法 

わが国は、たばこ規制枠組条約第 13 条の期

限（2010 年 2 月 27 日）までに、あらゆるたば

この広告、販売促進、後援の包括的な禁止が実

施できていない状況にある。このため、包括的

な禁止が実施されている国々と比較して、たば

こ広告にさらされる機会が多くあることが予測

される。その中でも、「たばこ事業法第 40 条 2 

項の規定に基づく、製造たばこに係る広告を行

う際の指針」で明示的に対象外となっている企

業イメージ広告、喫煙マナー広告、未成年者喫

煙防止広告については規制がないために、特に

多くの曝露があることが予想されている。 

そこで、広告・販売促進・後援の禁止の強化に

向けてのエビデンスの構築に関連し、既存のレ

ビュー等で示されている、若者の喫煙に関連す

る要素の概念整理についていくつか主要なもの

を入手し簡単に整理するとともに、初年度実施

した調査のさらなる分析を進めた（詳細な実施

方法や概要については、昨年度の研究報告書を

参照）。また、本年度末に加熱式タバコ製品に関

する質的調査を合同で実施した。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究は、ヒトを対象とした医学研究ではな

く、倫理上の問題は発生しない。 

 

Ｃ．研究結果 

広告・販売促進・後援の禁止の強化に向けて

のエビデンスの構築に関連し、既存のレビュー

等で示されている、若者の喫煙に関連する要素

の概念整理についていくつか主要なものを入手

し簡単に整理したものを別添 1に示す。 

また、初年度実施した調査のさらなる分析結

果の概要を以下にまとめた。結果表を別添 2 に

示す。 

「テレビや新聞などメディアをどれぐらい見

ていますか。」では、媒体、性・年齢群によって

大きく状況が異なった。具体的には、「ほとんど

毎日みている」が半数以上を占める媒体は、イ

ンターネット・ニュースで男性 67.9%、女性

62.8%であった。半数には達しないが次いで多か

った媒体は、民放のテレビ・ニュース番組で男

性 39.1%、女性 47.7%、新聞で男性 39.6%、女性

33.2%、インターネット・SNS（Facebook や

Twitter など）で男性 37.6%、女性 39.5%であっ

た。一方、「みない・ほとんど見ない」が半数以

上を占める媒体は、ラジオで男性 56.8%、女性

70.3%、スポーツ新聞で男性 79.1%、女性 93.0%、

雑誌で男性 57.6%、女性 60.6%、電車の吊り広告

で男性 56.3%、女性 60.1%、町内会等の掲示板の

チラシで男性 68.0%、女性 65.6%、であった。 

個別のポスターや広告、書籍を見たことがあ

るか否かについては、「ファイザー、禁煙外来」

では男性 44.8%、女性 54.5%と突出して高いほか

は、数%から 10%程度であった。具体的には、松
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沢成文氏の著書では男性 2.3%、女性 1.6%、NHK

ラジオやインターネットの「高校講座」でタレ

ントの檀蜜さんによる保健体育の授業をしてい

る番組では男性 3.2%、女性 2.3%であった。ほか、

2015年 4 月に放送されたテレビ番組「アメトー

ーク：最新！芸人タバコ事情」では男性 12.4%、

女性 11.4%、2017 年世界禁煙デーの五郎丸選手

のポスターでは男性 11.7%、女性 9.6%、テレビ

CM のシリーズの「ネオファースト生命」では男

性 9.0%、女性 11.2%、であった。 

JT（日本たばこ産業株式会社）による企業イ

メージ広告について、「JTがどのような会社か知

っていましたか。」では、「タバコ会社と知って

いた」が男性 81.3%、女性 74.8%と高い一方、「名

前を知らなかった」が男性 11.4%、女性 12.1%で

あった。年齢群別には特に 20 歳未満で「タバコ

会社と知っていた」が男性 55.1%、女性 34.6%、

「名前を知らなかった」が男性 19.0%、女性

20.4%であるなど、若年では知られていない様子

がうかがえた。「JTによる企業イメージ広告を、

直近 6ヶ月間に目にしましたか。」では、「はい」

が男性 37.6%、女性 35.5%であったが、年齢群別

で特に 20 歳未満で「はい」が男性 46.8%、女性

46.9%と高かった。「企業イメージ広告により、

JTが企業イメージの向上を目指すことを支持し

ますか。」では、「支持する」が男性 17.6%、女性

14.2%、「どちらかというと支持する」が男性

44.4%、女性 50.1%、と、支持する立場が半数を

超えていた。この傾向は 20 歳未満で一層顕著だ

った。「JT の企業イメージ広告を見ると、タバコ

を吸いたくなると思いますか。」では、「吸いた

くなるとは思わない」が男性 63.6%、女性 65.2%、

「どちらかというと吸いたくなるとは思わない」

が男性 19.7%、女性 21.2%、と、吸いたくなると

は思わない立場が 8割を超えていた。 

未成年者喫煙防止広告について「上記のよう

なタバコ会社や関連団体の未成年者喫煙防止広

告を、直近 6 ヵ月間に目にしましたか。」では、

「はい」は男性 11.0%、女性 7.5%だったが 20 歳

未満では「はい」は男性 43.0%、女性 30.2%、と

高かった。「このような「未成年者喫煙防止広告」

の喫煙防止効果について、あなたはどのように

思いますか。」では、「効果はないと思う」が男性

26.0%、女性 19.2%、「どちらかというと効果はな

いと思う」が男性 31.8%、女性 36.6%、と、効果

はないと思う立場が半数を超えていた。ただし、

ここでも 20 歳未満では逆に、「効果があると思

う」が男性 24.1%、女性 19.8%、「どちらかとい

うと効果があると思う」が男性 36.1%、女性

38.3%、と、効果があると思う立場が半数を超え

ていた。「あなたは、子どもたちにこのような未

成年者喫煙防止広告を見せたいですか。」では、

「見せたい」が男性 25.5%、女性 28.4%、「どち

らかというと見せたい」が男性 45.8%、女性

51.9%、と、見せたいという立場が圧倒的に多か

った。 

タバコ会社による分煙推進の広告や協賛、後

援活動について、「JTの分煙推進の活動や広告を

直近 6ヵ月間に目にしましたか。」では、「はい」

が男性 29.6%、女性 24.4%であった。「JT の分煙

推進の広告や協賛、後援活動を支持しますか。」

では、「支持する」が男性 28.4%、女性 30.2%、

「どちらかというと支持する」が男性 43.9%、女

性 49.7%、と、支持する立場が圧倒的に多かった。

「JT の分煙推進の広告や協賛、後援活動は、喫

煙しない者が他人のたばこの煙を吸わされるこ
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と（受動喫煙）の防止に役立つと思いますか。」

では、「役立つと思う」が男性 21.2%、女性 23.6%、

「どちらかというと役立つと思う」が男性46.1%、

女性 51.4%、と、役立つと思う立場が圧倒的に多

かった。 

身のまわりにあるタバコ会社の広告等につい

て、「あなたは身のまわりで、一覧表に挙げたよ

うな JT などのタバコ会社による広告や販売促

進・スポンサー活動を、直近 6 ヵ月間で、総合

してどれくらい目にしましたか。」では、「全く

なかった」が男性 35.9%、女性 42.2%、で半数を

下回っていた。「ときどきあった」が男性28.4%、

女性 22.9%、「大変よくあった」は男性 1.8%、女

性 1.2%であった。「広告、販売促進活動、スポン

サー活動について、直近 6 ヶ月間で目にしまし

たか。」では、媒体によって大きく状況が異なっ

た。具体的には、テレビでは「はい」が男性47.0%、

女性 47.2%と圧倒的に多く、ほか「はい」が性別

どちらかででも 1 割を超えたものは、新聞では

男性 18.6%、女性 12.9%、雑誌が男性 11.3%、女

性 5.8%、タバコ販売店舗の広告では男性 16.3%、

女性 11.4%、電車の吊り広告では男性 13.1%、女

性 10.2%、タバコ会社によるスポーツの後援では

男性 14.4%、女性 6.7%、タバコの無料サンプル

が男性 12.4%、女性 6.9%、タバコへの付録、景

品では男性 11.8%、女性 8.3%、インターネット

のウェブサイトでの宣伝等では男性10.8%、女性

4.9%であった。 

タバコ広告に関する政策について、「海外では、

タバコ産業による広告や後援活動が全面的に禁

止されている国があります。わが国でも、タバ

コ産業による広告（マナー広告、企業のイメー

ジ広告を含む）は禁止すべきだと思いますか。」

では、「どちらともいえない」が男性 39.0%、女

性 41.9%で最も多かったが、「禁止すべき」が男

性 27.3%、女性 24.7%、「どちらかというと禁止

すべき」が男性 17.1%、女性 22.7%、と、禁止す

べきという立場が多かった。「わが国では、タバ

コ産業による広告の自主規制が業界のルールと

なっています。タバコ産業による広告は、業界

の自主規制に任せるのではなく、国が規制すべ

きだと思いますか。」でも、「どちらともいえな

い」が男性 34.9%、女性 36.8%で最も多かったが、

「国が規制すべき」が男性 25.9%、女性 24.7%、

「国の規制が望ましい」が男性 17.8%、女性

24.5%、と、国の規制を支持する立場が多かった。

「タバコ産業による広告が全面的に禁止となっ

たら、人々の喫煙率を減らす効果が期待できる

と思いますか。」では、「どちらともいえない」が

男性 39.0%、女性 42.0%で最も多かったが、「期

待できると思う」が男性 16.3%、女性 14.2%、「ど

ちらかというと期待できると思う」が男性19.1%、

女性 21.8%、と、期待できると思うという立場が

多かった。 

一部の項目について、喫煙状況別に集計する

と、テレビ CM の「ファイザー、禁煙外来」では、

（見たことが）「ある」は現在喫煙者で 53.7%、

過去喫煙者で 50.7%、非喫煙者で 47.9%、と、喫

煙経験がある群で高かった。「わが国では、タバ

コ産業による広告の自主規制が業界のルールと

なっています。業界の自主規制に任せるのでは

なく、国が規制すべきだと思いますか。」では、

「国が規制すべき」は現在喫煙者で 8.0%、過去

喫煙者で 25.3%、非喫煙者で 30.4%、一方、「自

主規制にすべき」は現在喫煙者で 13.3%、過去喫

煙者で 4.9%、非喫煙者で 3.0%、と、喫煙経験が



86 
 

ある群で高かった。 

なお、本年度実施した加熱式タバコ製品に関

する質的調査については、引き続き分析を次年

度行っていくため本報告には含めていない。 

 

Ｄ．考察 

 若者の喫煙に関連する要素の概念整理につい

て、少なくとも米国などでは、個人、個人を取り

巻く環境（階層など構造をもつ）といった現実

的な枠組みにより、知見の蓄積に基づき類似し

た概念整理がなされており、若者の喫煙に関連

する要素のうち個人を取り巻く環境の様々な階

層を踏まえつつ、対策・介入のためのツールの

一部（ロジックモデル）として示されているな

ど、海外での対策の推進にあたっては、これら、

個人を取り巻く環境といった要素もふまえ、実

践されていることが推察された。また、初年度

実施した調査のさらなる分析では、多くの項目

で、性や年齢階級別での状況の違いが認められ、

特に、企業イメージ広告、未成年者喫煙防止広

告、分煙推進広告に対して 20 歳未満の若年層が

他の年齢層に比べて肯定的にとらえていること

が示唆された。引き続き、項目間の分析を進め、

性・年齢のほか、認識、規制への支持などの関連

を見る必要があると考えられた。本年度実施し

た加熱式タバコ製品に関する質的調査等の分析

もあわせ、わが国におけるタバコの広告・販売

促進等の状況やその影響について検討を続けて

いく必要がある。 

 

Ｅ．結論 

 若者の喫煙に関連する要素の概念整理につい

て、主要なものを整理した。少なくとも米国な

どでは、個人、個人を取り巻く環境（階層など構

造をもつ）といった現実的な枠組みにより、知

見の蓄積に基づき類似した概念整理がなされて

いることが明らかとなった。 

また、企業イメージ広告、喫煙マナー広告、未

成年者喫煙防止広告等への曝露や認識について、

多くの項目で、性や年齢階級別での状況の違い

が認められた。 

昨今流行が懸念される加熱式タバコ製品の広

告・販売促進についても、引き続き、状況やその

影響について検討を続けていく必要がある。 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

  なし 

 

２．学会発表 

  なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

 本研究で知的財産権に該当するものはなかっ

た。 
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若者の喫煙に関連する要素の概念整理について：既存のレビュー等の概要 

たばこ政策支援部 吉見逸郎 若尾文彦 

 
 米国 NCI では、たばこ使用の促進・抑制におけるメディアの役割に関する報告書の冒頭に 1)、広告や

販促に関する入れ子様の相互関係を図示するとともに、規制の拡がりによる変化の可能性についても言

及している。 

 
 

 
米国CDCの、若者でのたばこ使用の予防をテーマとした 2012年の米国公衆衛生総監報告において 2)、

Flay らが整理した図を引用し、TTI モデルの枠組みの上に、広告や販促等が若者の喫煙に及ぼす影響に

ついての概念整理を示すとともに、若者の喫煙防止対策のための諸活動の拡がりについても概念図上に

位置付けている。 

別添１ 
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Talip らは、アジアの若者の喫煙開始に関する報告をレビューし、概念モデルをまとめている 3)。ここ

では、theory of planned behavior (TPB)、theory of triadic influence (TTI)、という 2 つの健康教育での概念

モデルをベースとして枠組みを構築し、この枠組みのなかに、レビューに際して抽出された個別の研究

から、個人の要素、社会の要素、さらに広い環境の要素、あいだに介在する要素、そして、喫煙や喫煙

行動を開始しようという意図、などといった関連する要素を抽出して分類している。 

 
 
 米国 CDC では、たばこ対策プログラム（National Tobacco Control Program: NTCP）において、たばこ

対策の各テーマごとにロジックモデルを構築し、それぞれ評価のための指標を含めて提示しているが、

たばこ使用の開始の予防に関するロジックモデルとその評価項目やその下部の指標についても個別に

示されている 3)。ここでは、ロジックモデルの要素として、インプット、アクテビティ、アウトプット

に加え、アウトカムを短期、中期（中間）、長期で分けて提示している。長期は実際のたばこ使用開始の

減少や喫煙率の減少、喫煙関連の健康影響や格差の減少、といった４項目が位置付けられている。中期

（中間）としては、たばこ製品使用の試行への感受性の減少や、これに影響するマーケティングへの曝

露の減少、たばこ産業による影響の減少、たばこ製品価格の上昇、といった４項目が位置付けられてい
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る。短期としては、たばこ使用に関する危険性の知識や態度、たばこ使用開始を減らすための政策への

支持の増加、学校などでのたばこ使用を制限する方針の実施の増加、販売など入手可能性の制限の増加、

たばこ産業による影響を減らすための政策実施の増加、といった 4 項目が位置付けられている。また、

これらの下部にはそれぞれ具体的な指標群が位置付けられている。CDC ではこうした評価の枠組みの

提供により、地域での対策の推進を支援している。 
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